
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に
記載）

目標達成
予定時期

定量的 定性的

○ ○

他省庁等の類似入
札における入札者
等を調査し，積極的
に事業者へ入札に
ついて案内する。

入札参加を促すこ
とが効果的と考え
られたため。

A H28

入札公告後５開庁
日経過時点で入札
説明書を受領して
いる者が１者の場
合には，入札案内
を実施
（実施目標100％）

継続 A H28

　入札公告後５開庁
日経過時点で入札説
明書を受領した事業
者が１者の場合に
は，入札案内を実施
する。

A

　入札案内を実施する等
取組を行った結果，前年
度1者応札であった調達
のうち4件について，複
数者入札となった。

H28

公告日から入札参
加書類の提出日ま
での期間を開庁日１
２日間以上とする。

B H25
全ての一般競争入
札に適用
（実施目標100％）

継続 B H25

　入札公告の掲載に
かかる書類回議時に
開庁日が１２日間以
上確保されているか
審査する。

A － H25

宮内庁の発注予定
情報をホームペー
ジに掲載し，四半期
毎に掲載内容の更
新を行う。

B H24
定期的に掲載内容
を更新
（実施目標100％）

継続 B H24

　各四半期ごとにお
いて，業務発注を予
定している原局から
情報を収集し，ホー
ムページに適宜掲載
する。

A － H24

○
受注能力を把握し
た上での指名候補
事業者の選定

指名候補事業者
の受注能力を事
前に把握すること
で，より競争性の
ある調達が実現
できると考えられ
るため。

A H31
全ての指名競争入
札に適用
（実施目標100％）

継続 A H31 A － H31

○

指名事業者拡充の
ための指名基準の
見直し及び受注実
績機会の創出

より競争性のある
指名競争とするた
めに，指名事業者
の拡充が効果的
と考えられるた
め。

A H31

新たな指名事業者
の拡充
（１者以上の増加
を目標）

継続 A H31 A － H31

○

本庁における取組の
推進
調達改善に向けた審
査・管理の充実

歴史的資料等の複
製等業務について，
入札参加者の増加
に向けた取組の実
施

A H31

過去の調達と比較
して，応札者の増
加に取組む
（前年度比較で応
札者の増加）

H32年
3月まで

A H31

　業界団体の照会及
び類似案件の請負
実績を有する事業者
に対し，積極的に入
札案内を実施する。

A －

　入札に関する案内を積
極的に行っても，事業者
側が別案件を受注する
予定があるなど入札参
加者の拡充には至らな
かった。

H31

　類似案件の業務
を主な事業内容と
して発足する事業
者や新規参入事業
者が少ないことか
ら，応札者が限定
される。
　また，入札案件
の認知度を高める
とともに，十分な公
告期間を確保する
ことが必要。

　引き続き，積極的に
入札案内を実施し，入
札に参加する事業者の
拡充に努める。

○

地方支分部局等にお
ける取組の推進
電力調達，ガス調達
の改善

関西官署における
低圧電力及びガス
調達の競争契約へ
の移行

A H31
年度内に競争性の
ある契約に移行
（実施目標100％）

H32年
3月まで

A H31

　小売電気及びガス
事業者へスケールメ
リットの効果を確認
する。

B －

　該当官署にかかる小売
事業者のスケールメリッ
トの効果を，さらに調査し
各事情に応じた仕様を構
築していくこととする。

H31 －
　引き続き，取組につい
て検討する。

取組の
開始年
度

重点的な取組の
選定理由

　入札に関する案内を積
極的に行っても，事業者
側に契約履行体制を準
備する充分な時間が確
保できていない場合，入
札に参加するとは限らな
い。

実施
時期

　指名基準を見直すこと
で，入札方式を一般競争
入札に移行できた入札
案件があった。

　入札方式を移行
したことが，必ずし
も入札に参加する
事業者の拡充に当
たらない。
　また，入札に参
加する事業者の拡
充には，事業者の
応札意欲を高める
取組が必要。

　業務発注予定の情報
を公表するなど，入札
に関する案内を積極的
に行うとともに，競争性
のある入札を執行する
ように努める。

平成31年度の調達改善計画 平成31年度上半期自己評価結果

実施した取組内容 進捗度難易度
取組の
開始年度

実施において
明らかとなった
課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の目標

難易度具体的な取組内容取組の項目

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）

一者応札の改善

指名競争入札の改善

　事業者側に入札
案件を認識させて
も，経費以上の収
入が得られない等
が見受けられた場
合，入札の参加に
消極的になる。

　入札に関する案内を
積極的に行うとともに，
必要に応じ仕様の見直
しや入札説明書を受領
したが入札に参加しな
かった事業者へアン
ケートを実施するなど，
より多くの事業者が入
札に参加できるように
引き続き，取組を実施
する。

　契約に必要な受注
能力・技術力の有無
及び入札に参加する
意思について指名候
補事業者側に確認
し，より競争性のある
指名競争入札の執
行に努める。
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定量的 定性的

新規 － －

　オープンカウンター方式
による調達の対象案件を
調達原局と調整し，実施
に向けて問題点の分析を
引き続き検討する。

継続 －

　電気・ガス・水道料金の
支払いについては，現金
または小切手による支払
いを事業者から求められ
ているものがあることか
ら，カード決済を認められ
ていない。

　請求された光熱水料に
ついては，工事請負業者
等が使用した料金を含め
て請求されるものであり，
小切手・現金の合算により
金融機関において支払う
必要があることから，処理
の支障のない範囲で拡大
が可能か引き続き検討す
る。

クレジットカード決済の拡大
（従前より海外経費等の支払に用いていたクレジットカード決
済について，対象経費を光熱水料などに拡大する。）

その他の取組

オープンカウンター（相手方を特定しない見積書の募集）方式
の導入

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）具体的な取組内容

新規
継続
区分

特に効果が
あった

と判断した取組
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外部有識者の氏名・役職【大森政輔　宮内庁契約監視委員会委員長】　　意見聴取【７月１９日】

意見聴取事項 意見等 意見等への対応

　物品の製造において，大量の物品供給を
求める業務としては，製造期間が短期間で
あり，辞退者のない十分な履行期間を確保
することが必要と考える。

　該当業務において，市場調査の結果，最
低限の製造期間を確保した仕様であるが，
今後は，履行期間の緩和等を含め検討した
い。

　１者応札となった入札案件について，入札
参加資格の見直し等では新規参入者の確
保が困難と考えるが案件について，改善さ
せるための対策はあるのか。

　当該事業において，必要となる経費が利益
を超過してしまうなどのデメリットがあると考
え，市場における本業務の役務単価等を調
査し，入札に参加する事業者の拡充に努め
たい。

外部有識者からの意見聴取の実施状況
（対象期間：平成31年4月1日～令和元年9月30日）

　宮内庁調達改善計画の取組内容，取組の効
果，課題等，今後の計画に反映する際のポイ
ントについて

様式３


